
新旧対照表

改正後 改正前

（別紙２－１くろまぐろ（小型魚） ） （別紙２－１くろまぐろ（小型魚） ）

第１・第２（略） 第１・第２（略）

第３資源管理の目標 第３資源管理の目標

中西部太平洋まぐろ類委員会（以下この別紙においてＷＣ 中西部太平洋まぐろ類委員会（以下ＷＣＰＦＣという「 「 」 。

ＰＦＣという）での合意に従い以下のとおりとする ）での合意に従い以下のとおりとする」 。 、 。 、 。

１・２（略） １・２（略）

第４（略） 第４（略）

第５大臣管理区分及び大臣管理区分ごとの漁獲量の管理の手法等第５大臣管理区分及び大臣管理区分ごとの漁獲量の管理の手法等

大臣管理区分は大中型まき網漁業（漁業の許可及び取締り 大臣管理区分は大中型まき網漁業（漁業の許可及び取締り、 、

等に関する省令（昭和38年農林省令第５号以下許可省令 等に関する省令（昭和38年農林省令第５号以下許可省令。 「 」 。 「 」

という）第２条第７号に掲げる漁業をいう以下この別紙にという）第２条第７号に掲げる漁業をいう以下同じ）。 。 。 。 。 、

おいて同じ） かじき等流し網漁業等（かじき等流し網漁業かじき等流し網漁業等（かじき等流し網漁業（許可省令第２条。 、

（許可省令第２条第10号に掲げる漁業をいう）及び東シナ海第10号に掲げる漁業をいう）及び東シナ海等かじき等流し網。 。

等かじき等流し網漁業（許可省令第２条第11号に掲げる漁業を漁業（許可省令第２条第11号に掲げる漁業をいう）をいう。 。

いう）をいう以下この別紙において同じ）及びかつお・以下同じ）及びかつお・まぐろ漁業（許可省令第２条第12号。 。 。 。

まぐろ漁業（許可省令第２条第12号に掲げる漁業をいう以下に掲げる漁業をいう以下同じ）としそれぞれの大臣管理。 。 。 、

この別紙において同じ）としそれぞれの大臣管理区分にお区分における漁獲量の管理の手法は漁獲量の総量の管理とす。 、 、

ける漁獲量の管理の手法は漁獲量の総量の管理とする る、 。 。

１くろまぐろ（小型魚）大中型まき網漁業 １くろまぐろ（小型魚）大中型まき網漁業

⑴当該大臣管理区分に関する事項 ⑴当該大臣管理区分に関する事項

①水域 ①水域

中西部太平洋条約海域（許可省令第１条第１項第１号に 中西部太平洋条約海域（許可省令第１条第１項第１号に

掲げる海域をいう以下この別紙において同じ） 掲げる海域をいう以下同じ）。 。 。 。

②・③（略） ②・③（略）

⑵（略） ⑵（略）
２・３（略） ２・３（略）

第６漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準等第６漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準等



１漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準 １漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準

⑴⑶（略） ⑴⑶（略）～ ～

⑷資源評価に用いるデタの収集への配慮 ⑷資源評価に用いるデタの収集への配慮ー ー

経年の漁獲実績のデタが北太平洋まぐろ類国際科学小委 経年の漁獲実績のデタが北太平洋まぐろ類国際科学小委ー ー

員会による資源評価の指標の算出に用いられている漁業の種 員会（以下ＩＳＣという）による資源評価の指標の算「 」 。

類及び各都道府県に対しては当該管理年度の国の留保から 出に用いられている漁業の種類及び各都道府県に対しては、 、

当該デタの精度を担保するために必要な漁獲可能量を上乗 当該管理年度の国の留保から当該デタの精度を担保するたー ー

せして配分することができる めに必要な漁獲可能量を上乗せして配分することができる。 。

２５（略） ２５（略）～ ～

第７都道府県知事から農林水産大臣に報告する事項 第７都道府県知事から農林水産大臣に報告する事項

１都道府県知事は漁獲割当管理区分にあっては法第26条第１都道府県知事は漁獲割当管理区分にあっては法第26条第、 、 、 、

２項の規定に基づき陸揚げした日からその属する月の翌々月２項の規定に基づき陸揚げした日からその属する月の翌々月、 、

の10日までに漁業法施行規則（令和２年農林水産省令第47号 の10日までに規則第16条第３項の規定において定める方法によ。

以下規則という）第16条第３項に定める方法により次り次の⑴から⑸までに掲げる事項について報告するものとす「 」 。 、 、

の⑴から⑸までに掲げる事項について報告するものとする る。 。

⑴⑸（略） ⑴⑸（略）～ ～

２都道府県知事は非漁獲割当管理区分にあっては法第30条２都道府県知事は非漁獲割当管理区分にあっては法第30条、 、 、 、

第２項の規定に基づき規則第16条第３項に定める方法により第２項の規定に基づき規則第19条第３項において準用する規、 、

当該管理区分における漁獲量の総量を次に掲げる期限までに則第16条第３項の規定において定める方法により当該管理区、 、

報告するものとする 分における漁獲量の総量を次に掲げる期限までに報告するもの。

とする。

⑴・⑵（略） ⑴・⑵（略）

第８・第９（略） 第８・第９（略）

（別紙２－２くろまぐろ（大型魚） ） （別紙２－２くろまぐろ（大型魚） ）

第１・第２（略） 第１・第２（略）

第３資源管理の目標 第３資源管理の目標

中西部太平洋まぐろ類委員会（以下この別紙においてＷＣ ＷＣＰＦＣでの合意に従い以下のとおりとする「 、 。

ＰＦＣという）での合意に従い以下のとおりとする」 。 、 。

１・２（略） １・２（略）
第４（略） 第４（略）



第５大臣管理区分及び大臣管理区分ごとの漁獲量の管理の手法等第５大臣管理区分及び大臣管理区分ごとの漁獲量の管理の手法等

大臣管理区分は大中型まき網漁業（許可省令第２条第７号 大臣管理区分は大中型まき網漁業かじき等流し網漁業等、 、 、

に掲げる漁業をいう以下この別紙において同じ） かじき及びかつお・まぐろ漁業としそれぞれの大臣管理区分におけ。 。 、 、

等流し網漁業等（かじき等流し網漁業（許可省令第２条第10号る漁獲量の管理の手法は漁獲量の総量の管理とする、 。

に掲げる漁業をいう）及び東シナ海等かじき等流し網漁業（。

許可省令第２条第11号に掲げる漁業をいう）をいう以下こ。 。

の別紙において同じ）及びかつお・まぐろ漁業（許可省令第。

２条第12号に掲げる漁業をいう以下この別紙において同じ。 。

）としそれぞれの大臣管理区分における漁獲量の管理の手法、

は漁獲量の総量の管理とする、 。

１くろまぐろ（大型魚）大中型まき網漁業 １くろまぐろ（大型魚）大中型まき網漁業

⑴当該大臣管理区分に関する事項 ⑴当該大臣管理区分に関する事項

①水域 ①水域

中西部太平洋条約海域（許可省令第１条第１項第１号に 中西部太平洋条約海域

掲げる海域をいう以下この別紙において同じ）。 。

②・③（略） ②・③（略）

⑵（略） ⑵（略）

２（略） ２（略）

３くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐろ漁業（１月から３月ま３くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐろ漁業（１月から３月ま

で） で）

⑴当該大臣管理区分に関する事項 ⑴当該大臣管理区分に関する事項

①（略） ①（略）

②漁業の種類 ②漁業の種類

かつお・まぐろ漁業（この管理区分及び４の管理区分に かつお・まぐろ漁業（この管理区分から５の管理区分ま

おいては許可省令別表第２のかつお・まぐろ漁業の項に でにおいては許可省令別表第２のかつお・まぐろ漁業の、 、

掲げる海域において総トン数10トン以上20トン未満の動力 項に掲げる海域において総トン数10トン以上20トン未満の

漁船により行う漁業を含む） 動力漁船により行う漁業を含む）。 。

③（略） ③（略）

⑵（略） ⑵（略）
４（略） ４（略）

第６漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準等第６漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準等



１漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準 １漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準

⑴⑶（略） ⑴⑶（略）～ ～

⑷資源評価に用いるデタの収集への配慮 ⑷資源評価に用いるデタの収集への配慮ー ー

経年の漁獲実績のデタが北太平洋まぐろ類国際科学小委 経年の漁獲実績のデタがＩＳＣによる資源評価の指標のー ー

員会による資源評価の指標の算出に用いられている漁業の種 算出に用いられている漁業の種類及び各都道府県に対しては

類及び各都道府県に対しては当該管理年度の国の留保から 当該管理年度の国の留保から当該デタの精度を担保する、 、 ー

当該デタの精度を担保するために必要な漁獲可能量を上乗 ために必要な漁獲可能量を上乗せして配分することができるー

せして配分することができる。 。

２５（略） ２５（略）～ ～

第７都道府県知事から農林水産大臣に報告する事項 第７都道府県知事から農林水産大臣に報告する事項

１都道府県知事は漁獲割当管理区分にあっては法第26条第１都道府県知事は漁獲割当管理区分にあっては法第26条第、 、 、 、

２項の規定に基づき陸揚げした日からその属する月の翌々月２項の規定に基づき陸揚げした日からその属する月の翌々月、 、

の10日までに規則第16条第３項に定める方法により次の⑴かの10日までに規則第16条第３項の規定において定める方法によ、

ら⑸までに掲げる事項について報告するものとする り次の⑴から⑸までに掲げる事項について報告するものとす。 、

る。

⑴⑸（略） ⑴⑸（略）～ ～

２都道府県知事は非漁獲割当管理区分にあっては法第30条２都道府県知事は非漁獲割当管理区分にあっては法第30条、 、 、 、

第２項の規定に基づき規則第16条第３項に定める方法により第２項の規定に基づき規則第19条第３項において準用する規、 、

当該管理区分における漁獲量の総量を次に掲げる期限までに則第16条第３項の規定において定める方法により当該管理区、 、

報告するものとする 分における漁獲量の総量を次に掲げる期限までに報告するもの。

とする。

⑴・⑵（略） ⑴・⑵（略）

第８・第９（略） 第８・第９（略）


